


はじめに

　住民がその意志を政治に反映させるために代表者を選出する手続
きである選挙は、住民が政治に参与する仕組みの根幹を成すもので
す。有権者によって投じられた貴重な一票を確実に行政に届けるのは
選挙事務に携わる者の責務であり、当然ながら選挙事務の管理・執行
は、正確かつ公正に、瑕疵なく行われなければなりません。そのため、公
職選挙法では選挙事務の管理・執行に関してさまざまな規定を設けて
います。さらに近年では、法改正により規定の変更や新設が相次いでい
ること、不在者投票制度や期日前投票制度の利用者が増加し続けてい
ることなどにより、選挙の管理・執行事務はますます複雑化しています。

　しかし、その一方で、地方自治体で職員の異動サイクルが短くなる傾
向にあることや、人員不足のために選挙管理委員会が他部署と兼任と
されるケースが増えていることなどから、選挙管理委員会事務局職員
が選挙事務に熟達しづらくなっており、疑問や不安を抱きながら選挙
事務に取り組まざるを得ない職員が増えているのが実情です。

　そこで一般社団法人選挙制度実務研究会では、選挙管理・執行の
実務を担う人材育成事業の一環として「選管サポート事業」を提供して
います。本事業は、本研究会に会員登録をしていただいている選挙管理
委員会の皆さまからの疑問や不安に、本研究会の理事をはじめとする
選挙制度・選挙事務の管理・執行実務の専門家が回答するもので、事
業開始以来、全国の選挙管理委員会から寄せられるさまざまな質問や
課題の解決をサポートしてまいりました。
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　本書は、選管サポート事業に寄せられた選挙管理委員会の皆さまか
らの質問を基に一般化し、それに対する本研究会の回答や見解をQ＆
A形式にしてまとめたものです。当然ながら、各質問にはそれぞれ異な
る背景があり、解決にあたっては個々の状況を全体的に把握した上で
の判断が求められるため、たとえ内容的に類似する質問であっても、本
書で紹介する回答や見解がすべてのケースに当てはまるわけではあり
ませんが、皆さまの疑問や不安の解消のための一助としていただき、選
挙事務の円滑な管理・執行にお役立ていただければ幸いです。

　令和３年１月
一般社団法人 選挙制度実務研究会　
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第 1 章
選挙管理事務



選挙人名簿

〔二重登録の可能性のある選挙人の投票〕

Q1 �　当市では、10月22日執行予定の衆議院議員総選挙と同日に市議
会議員選挙を予定しています。
・�衆議院議員総選挙の選挙時登録10/9（登録：7/9までの転入届
出者、抹消：6/8以前の転出異動者）

・�市議会議員選挙の選挙時登録10/14（登録：7/14までの転入届
出者、抹消：6/13以前の転出異動者）

・�二重登録照会は、6/9～7/9に転出した者について行います。
　例えば、7月11日に前住所地の市から転出し、同日当市に転入し
た者は、10月9日の衆議院議員総選挙の選挙時登録において当市
では登録されませんが、10月14日の市議会議員選挙の選挙時登録
において当市で登録されることになります。衆議院議員総選挙の期
日前投票は10月11日から開始されますが、前市で衆議院議員総選
挙の投票をした者が、当市でも10月14日以降に衆議院議員総選挙
の投票を二重にするおそれがあると考えられます。この場合、どのよ
うに対応すべきでしょうか。

A.� �　新住所または旧住所の市における選挙人名簿登録の有
無を必ず確認した上で、投票の可否を決めます。

　今回の総選挙における選挙時登録の住所要件は当該市町村に7月
9日までに転入の届出をした者、転出後4か月抹消は当該市町村から6
月8日以前に転出した者なので、同月9日以降に転出した者は、旧住所
の市において転出表示がなされた登録が期日前投票の期間中および
投票日当日まで残る可能性があり、このような場合、新旧双方の市町村
の名簿に二重登録されている状態となってしまいます。しかし、公選令
第29条第1項で「新住所で登録されるまでは旧住所で投票できるが、
新住所で登録されたときは新住所で投票しなければならない」とされ
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る趣旨の規定がありますので、旧住所では投票させることができないこ
とになります。
　したがって、新住所と旧住所において二重登録の可能性のある選挙
人が旧住所の期日前投票所に訪れ、投票の請求をした場合は、投票用
紙を交付する前に必ず新住所の市町村における選挙人名簿への登録
の有無を電話等により照会し、その登録結果を確認した後に投票させ
る・させないを決定するのが適当でしょう。
（公選法第21条、第22条、第27条、第28条、第42条、公選令第29条
関係）

〔選挙人名簿の定時登録の登録実務〕

Q2 �　選挙人名簿の定時登録について、当市では従来、「1日基準、2日
登録」を行ってきました。すなわち、登録月の1日の業務終了後にシ
ステム処理を行い、新規登録者等を確定させ、翌2日に選挙管理委
員会を開催して議決の上、定時登録を行っていたものです。しかし、
公選法の改正により、定時登録が「1日基準、1日登録」となったた
め、従来の「1日基準、2日登録」の手順での定時登録が行えなくなり
ました。どうすればよいのでしょうか?

A.� �　登録月の前月31日の執務時間終了時点のデータに基づ
いて、1日に定時登録を行います。

　例えば、6月1日の登録基準日に3か月の住所要件を満たす者は、3月
1日中までに市の区域内に住所を有し、転入届をした者です。したがっ
て、3か月目の6月1日を満了する必要はなく、5月31日の午後12時（6月
1日の午前0時）をもって、3か月の住所要件を満たすこととなります。こ
のことから、6月1日の午前0時の時点で住所要件を満たす者（年齢要
件については6月1日において満たしている者）を登録することとなりま
すが、実務上は5月31日の執務時間終了時点のデータをもって6月1日
に登録を行うことになります。なお、5月31日の執務時間終了後から登
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